
税
の
お
知
ら
せ

5
月
の
納
税
等

軽
自
動
車
税
／
全
期

介
護
保
険
料
／
第
１
期

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
／
第
１
期

堤
塘
占
用
料
／
全
期

保
　
育

　
料
／
５
月
分

納
　
期

　
限
／
６
月
１
日
（
月
）

　
納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

　
納
付
書
に
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
が
印
字
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
ス
マ
ホ
決
済
ア
プ

リ
や
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト（
ク
レ

ジ
ッ
ト
納
付
）
を
利
用
し
て
納
付
が
可

能
で
す
。
ま
た
、
ｅ
Ｌ

－

Ｑ
Ｒ
に
対
応

し
た
全
国
の
金
融
機
関
で
納
付
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　
納
付
に
は
口
座
振
替
の
制
度
も
あ
り

ま
す
。

軽
自
動
車
税
の
納
付
を
お
忘
れ
な
く

●
軽
自
動
車
税
と
は

　
４
月
１
日
現
在
で
軽
自
動
車
を
お
持

ち
の
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
軽
自
動
車
税
は
自
動
車
税
と
異
な
り

月
額
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、

４
月
１
日
現
在
の
納
税
義
務
者（
所
有

者
ま
た
は
使
用
者
）
に
全
額
課
税
さ
れ

ま
す
。

　
軽
自
動
車
の
売
却
等
を
さ
れ
、
売
却

時
の
契
約
に
よ
り
、
販
売
店
等
の
第
三

者
が
税
金
を
支
払
う
場
合
で
も
、
納
税

通
知
書
は
４
月
１
日
現
在
の
納
税
義
務

者
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
５
月
上
旬
に
役
場
か
ら
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま
で
に
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
を
ご
契
約
の

場
合
は
、
納
税
義
務
者
が
登
録
し
て
い
る

口
座
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

●
軽
自
動
車
税
の
税
率

　
最
初
の
新
規
検
査
と
は
、
今
ま
で
に

車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
の
な

い
軽
自
動
車
を
新
た
に
使
用
す
る
と
き

に
受
け
る
検
査
で
あ
り
、
一
般
的
に
車

検
と
言
わ
れ
る
継
続
検
査
と
は
異
な
り

ま
す
。
最
初
の
新
規
検
査
の
時
期
は
、

車
検
証
の「
初
度
検
査
年
月
」欄
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

●
軽
自
動
車
税
を
口
座
振
替
で
納
付

　
さ
れ
た
方
の
車
検
用
納
税
証
明
書

　
令
和
５
年
１
月
か
ら
軽
自
動
車
税
納

付
確
認
シ
ス
テ
ム
の
運
用
が
開
始
さ

れ
、
車
検
時
の
納
税
証
明
書
が
原
則
不

要
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
車
検
や

納
付
の
時
期
に
よ
っ
て
は
、
納
税
証
明

書
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
納
税
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
、
税

務
課
で
無
料
発
行
し
て
い
ま
す
の
で
、

納
付
し
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
（
引
き

落
と
し
が
記
帳
さ
れ
た
通
帳
や
領
収
印

が
押
さ
れ
た
納
税
通
知
書
な
ど
）
を
税

務
課
窓
口
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
減
免
の
手
続
き

　
次
の
手
帳
の
所
有
者
で
、
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
軽
自
動
車
税

が
減
免
さ
れ
ま
す
。

○
身
体
障
害
者
手
帳

○
戦
傷
病
者
手
帳

○
療
育
手
帳

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
等

　
減
免
を
受
け
る
方
は
、
身
体
障
害
者

手
帳
等
、
運
転
免
許
証
、
納
税
通
知
書

を
持
参
し
て
役
場
に
て
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
車
い
す
輸
送
車
等
構
造
上
、

専
ら
身
体
障
害
者
を
輸
送
す
る
た
め
の

設
備
を
整
え
た
車
両
も
減
免
で
き
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税
務
課
ま
で
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。
申
請
に
は
、
構
造

と
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
写
真
、
納
税
通

知
書
が
必
要
で
す
。

●
申
請
期
限

６
月
１
日（
月
）

●
問
合
せ
先

総
務
部
税
務
課

自
動
車
税
の
納
付
を
お
忘
れ
な
く

　
６
月
１
日（
月
）は
、
自
動
車
税
の
納

期
限
で
す
。

　
４
月
１
日
現
在
で
自
動
車
を
お
持
ち

の
方
に
対
し
、
４
月
30
日
（
木
）に
県
税

事
務
所
か
ら
納
税
通
知
書
を
発
送
し
て

い
ま
す
の
で
、
納
期
限
ま
で
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

を
利
用
し
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド（
決

済
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
）
や
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
に
よ
る
納
付
が
可

能
で
す
。

車　 種

旧　 税　 率 新　 税　 率 重課税率

平成27年3月31日以

前に 最初の新規検

査を 受けた車両

平成2 7 年4 月1 日以

前に 最初の新規検

査を 受けた車両

最初の新規検査

から 1 3 年を 経過

し た車両

軽　 三　 輪 3 ,1 0 0円 3 ,9 0 0円 4 ,6 0 0円

軽
四
輪

貸物自家用 4 ,000 円 5 ,0 0 0円 6 ,0 0 0 円

貸物営業用 3 ,0 00 円 3 ,8 0 0円 4 ,5 0 0 円

常用自家用 7 ,2 00 円 10 ,8 0 0円 1 2 ,9 0 0 円

常用営業用 5 ,5 00 円 6 ,9 0 0円 8 ,2 0 0 円

※電気・ 天然ガス・ メ タノ ール・ 混合メ タノ ール・ ハイブリッド の軽自動車を除く 。

広報と びし ま／2 0 2 6 年5 月2 3

活気・ 魅力・ 人づく り の村

Tob ish im a


